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午前１０時３０分開会 

○小野委員長 ただいまから契約に係る不正行為等再発防止特別委員会を開会いたします。 

 ８月２６日の議会運営委員会にて、申合せ事項の一つとして、委員会のライブ中継、映

像配信について、本定例会から当委員会も対象となっています。本日から、ライブ中継、

映像配信がされます。また、午後に特別委員会も控えておりますので、委員、理事者の皆

様にはご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 日程に入る前に、報道機関から録音及び撮影の申出がありましたので、委員会冒頭部分

のみの撮影と休憩中を除く録音を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。それでは、撮影を許可いたします。 

〔ブレスによる撮影〕 

○小野委員長 よろしいでしょうか。それでは、この程度で終了いたします。 

 それでは、日程に入ります。 

 日程１、陳情審査についてです。（１）継続審査、①送付６－６、工事契約に関する議

員の関与について真相解明を求める陳情書、②送付６－７、不祥事に関する迅速な状況把

握と再発防止に関する説明、区民をはじめ多様な人が話し合って決めるまちづくりの実現

を求める陳情、③送付６－１２、泥沼にはまった千代田区を助けるための調査をお願いす

る陳情、④送付６－１６、千代田区議会議員政治倫理条例の制定を求める陳情。以上４件

の審査となります。これら４件の陳情について、一括して取扱いにさせて確認をしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。陳情審査については、当委員会での調査を進めていく中で、本陳情

審査を行うタイミングを見極めた上で審査を行うこととし、本日も継続審査とさせていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。それでは、４件の陳情につきましては継続審査とさせていただきま

す。 

 次に、日程２、報告事項に入ります。 

 （１）要求資料について。契約にかかる不正行為等再発防止特別委員会資料要求一覧を

ご覧ください。資料提出が１０月４日、本日となっている資料について、今から議会事務

局、執行機関の順に説明をしていただきます。これまでと同様に、配付資料も踏まえた上

で当委員会における今後の調査の進め方を改めて確認させていただきますので、今回の資

料につきましても基本的事項のみの質疑とさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、資料の補足説明をしていただきます。説明後、基本的な事項のみ一括して質

疑を受けたいと思います。議会事務局、執行機関の順で説明をお願いいたします。端的に

お願いいたします。 

○石綿区議会事務局次長 それでは、私からは、資料に関しまして、２点ご説明をさせて

いただければと思います。 

 初め１点目でございます。右肩、区議会事務局資料の、少々お待ちいただけますか、す
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みません。右肩、区議会事務局資料２でございます。契約にかかる不正行為等再発防止特

別委員会の論点整理のための調査票でございます。こちら、これまでもご説明をしてまい

りましたが、右肩、区議会事務局資料１、資料要求一覧の裏面にございますはまもり委員

が要求されました論点整理のための大項目の洗い出しとある資料の作成に当たりまして、

はまもり委員のご意見を伺いながら、要求された資料の目的やその資料を基にした調査に

よって考えられる再発防止策について、委員長から各委員の皆様に対して行った調査結果

を一覧におまとめをしたものでございます。こちら、基本的には皆様方でご回答いただき

ました内容をそのまま記載をしておりますので、詳細のご説明は割愛をさせていただきま

すが、委員の皆様が要求なさった資料ごとに、はまもり委員からご教示いただきました三

つの大項目と、さらに幾つかの小項目に分類をして取りまとめたものでございます。併せ

て、今回の調査によって、委員からは新たに必要と思われる調査項目なども頂戴をいたし

ましたので、同様に一覧表の中に記載をさせていただいているというものでございます。 

 続いて、サイドブックスの０４０１、０４０２という資料になってございます。こちら

ですが、これが２点目でございます。こちらでございますが、先ほど同様、右肩、区議会

事務局資料１、資料要求一覧に記載のうち、下から二つ目でございますが、はやお委員が

資料要求をなさいました裁判記録に該当するものとして、判決文、これは裁判所がネット

上で公開をされている裁判例結果一覧というものの中にございます裁判例速報のうち、当

該事件に係る判決文というものが掲載をされてございますので、そちらを参考として本日

配付をさせていただきました。 

 ただいま２点ほど資料をご説明をさせていただきましたが、それぞれの内容の詳細なご

説明につきましては、この配付をもって代えさせていただければと思ってございます。委

員各位におかれましては、後ほどご確認をお願いできればと思います。 

 ご説明は以上でございます。 

○小野委員長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、次に、次の資料についてお願いいたします。 

○佐藤総務課長 それでは、政策経営部資料１及び２につきましてご説明申し上げます。 

 まず、資料１でございます。再発防止検討組織の設置状況の比較の資料でございます。

千代田区と並べまして、府中市、江東区を比較の対象としております。概観的なところを

申し上げますと、千代田区の場合は、外部委員の調査の後に検討を行うというスタイルで

ございましたが、府中市の場合は、先に庁内の検討を先に行いまして、その結果に対して

外部の委員に検証・確認を受けるという形で行っております。江東区の場合は、その会議

の途中から外部委員が参加しまして一緒に検討するという形式で行っておりました。 

 続きまして、資料の２、弁護士への依頼事項についての資料でございます。こちらは大

きく四つに項目が分かれておりまして、事前の相談段階の「職務に関する法律相談制度」

に基づいて相談しました件の費用１４万円。項番の２が、令和５年度の調査委託の経費６

００万円。項番の３が令和６年度の調査委託の経費１００万円。これは令和５年度に連続

するものでございます。項番の４が、有識者会議の報償費、謝礼の部分でございまして、

全体の計が７２３万９,０００円となっております。なお、委託の内容につきましては、

令和５年度の分につきましては別紙１、令和６年度の分につきましては別紙２として仕様

書をおつけしております。 
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 以上でございます。 

○小野委員長 はい。ありがとうございます。 

 引き続きお願いします。 

○武笠契約課長 契約課からは政策経営部資料３といたしまして、富山委員からご要求い

ただいていた資料でございます。公共施設適正配置構想時の小学校校舎解体工事等に関す

る調査特別委員会中間報告書２５ページのまとめに、当時の契約制度では、談合を防止す

るための適切な措置が取られていたとはいえず、公正な契約事務執行のための組織として

取り組むべき大きな課題があったとあるが、適切な措置及び取り組むべき大きな課題が何

だったのか、それが現状どうなっているかということでの資料要求でございました。報告

書がまとめられた平成２３年当時の資料を探したのですけれども、既に保存年限が過ぎて

おり残っているものはございませんでした。そのため、中間報告書の２７ページにある当

時の契約制度の改善と現時点での運用状況について記載いたしました。引き続き契約制度

について見直しと改善を行ってまいります。 

 ご説明は以上でございます。 

○小野委員長 はい。ありがとうございます。 

 以上で、配付資料についての説明に漏れはございませんね。はい。ありがとうございま

した。 

 ということで、今、お手元に配られて初めてご覧になった方もいらっしゃると思うんで

すけれども、これより質疑に入りたいと思います。今回特に新たに配付された資料もあり

ますので、できれば関連で入っていただければと思いますので、ご協力をお願いします。 

 はやお委員。 

○はやお委員 政策経営部資料１なんですけれども、ここのところで事件への関与者とい

うところで、元区議、元区幹部ということなんですけど、具体的に申しますと、元区の幹

部でありました当時行政管理担当部長の上司、副区長、これもここのところでの対象者と

して事情聴取しているのかどうか、そこのところをお答えください。 

○佐藤総務課長 こちらにつきましては、事件で刑事事件として当事者になったもののみ

を該当としております。 

○はやお委員 そうしますと、当人に確認せずに、最終報告書には関与があったとは認め

られないということについて、何をもってその判断に至ったのか、お答えください。 

○佐藤総務課長 一連の厳しい捜査の中で、特に事実として元副区長の関与が上がってこ

なかったということ。それから、有識者の調査の中においても具体的な事実が出てこなか

ったことを基にしております。 

○はやお委員 そういうところになりますと、もう一度、確認。今回のヒアリングだとか

聴取としては千代田区側としてはやっていないと。だけども、そこのところについては、

今言ったように、特に取調べ等々について外に出ていないから、今回はあったとは認めら

れないということだったわけですね。 

○佐藤総務課長 有識者の調査の中には、元副区長の調査は含まれております。 

○はやお委員 ちょっと理解が不能なのは、あくまでも再発防止の検討組織としては有識

者会議のメンバーに対してヒアリングを行ったわけではないじゃないですか。というとな

ると、そこのところの最終報告について、あそこを言及しているのは、誰が確認を取って、
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誰がああいうあったとは認められないとやったのか、そこのところを明確に。というのは、

有識者会議の結果を踏まえてということからしたときに、責任はその再発防止の実行委員

会のほうにあると思うんですね。だって、ということなんで、そこのところはどういうふ

うに役割分担となってお答えになったのか、最終報告を作ったのか、お答えください。 

○佐藤総務課長 先ほどの弁護士への依頼事項の中で見ていただくと少し整理がついてく

るかと思いますが、弁護士２名に調査委託をした中のヒアリングの中に元副区長の調査が

含まれておりまして、区としてはその調査報告を受けております。その調査報告の中に、

そういった、今、委員ご指摘の記述がございまして、それを受けて区が検討報告書をまと

めたという流れでございます。 

○はやお委員 次の資料のほうになるんですけれども、先ほど申しましたとおり、東京地

方裁判所の刑事第４部宣告とかということで６月１３日のものについて書かれていると。

前回、議事録のところも読ませていただきますけれども、ここのところについて、先ほど

も有識者会議のヒアリングだとか、そういう調査の中では、そういう関与があった。つま

り、はっきり言いますと、前副区長の関与はなかったと。あったとは認められないという

ことで非常にオブラートな表現ですけれども、でも、結局ここのところについては聞いて

おいてくださいねというふうに質問したと思うんですが、ここの報告書の量刑の理由とい

うところがあると。そこで上から７行目のところをもう一度読ませていただきますけれど

も、つまり被告人、当時の行政管理担当部長、そして事件の左右したときには区議会事務

局長だったということなんですが、上司からの指示・命令や共犯者である区議からの依頼

があって、断りづらい状態にはあったとはいえ、自己保身を優先する気持ちがある中でと、

こういうことなんですね。そうなってくると、ここのところについて、私が読んだ中では、

最終報告書とこの内容がそごがあるんではないかということを言っていたわけです。そご

があるということについて、当然のごとく、先ほども有識者会議でヒアリングを取ったん

だということであれば、その弁護士の方々に、このことについてはどういう見解の中であ

あいう報告の内容になったのかというのを調べておいてくださいねと言ったんですけども、

この辺については確認されているのかどうかお答えください。 

○佐藤総務課長 度々有識者会議か第三者委員会かというご指摘も頂いていたかと思うん

ですが、形としては日本弁護士連合会の第三者委員会のガイドラインの中で、二つ、所属

機関として設置するパターンと、それからの委託で行うパターンと二つあったかと思うん

ですけれども、その中で委託のほうで行ったという認識を持っています。その中で、弁護

士の守秘義務等もございますので、あくまでも区としてはその報告書を受けたということ

で、それを踏まえて尊重して報告書をまとめるという流れになってきているものと認識し

ております。 

○小林副委員長 関連。 

○小野委員長 副委員長。 

○小林副委員長 今、議論がされていますけれども、そのヒアリングについては、弁護士

が行った内容というか、マスキングもされて構わないんですけれども、ヒアリングについ

てのどういうやり取りがなされたことかというのが分からないと、何でそこにまとまって

きたというのが分からないんですね。その辺は出していただけないんでしょうか。 

○佐藤総務課長 その点につきましては、第三者としての調査、名称は異なるかもしれま
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せんけれども、その弁護士が独立して調査を行っているという中での守秘義務に当たると

ころであるかと思いますので、ここで内容を証左にお示しすることは難しいことと認識し

ております。 

○小野委員長 はい。今のはアンケートではなくてヒアリングの…… 

○小林副委員長 今はヒアリングの話。 

○小野委員長 ヒアリングをした…… 

○小林副委員長 アンケートはアンケートで要求しているよね。 

○小野委員長 ですよね。ヒアリングの資料ですか。 

○小林副委員長 新たに。 

○小野委員長 あ、新たに。 

○小林副委員長 新たに。 

○小野委員長 今ご説明があったとおり、もともと守秘義務とかその辺のところがありま

すので、アンケートについては一旦お持ち帰りいただいているんですけれども、ヒアリン

グについては今のご答弁がありましたけれども、それでよろしいですか。 

 はやお委員。 

○はやお委員 と言いながらも、この仕様書、つまり当初契約書が必要だろうということ

だったんですけど、資料要求した中で仕様書を出していただいたと。その仕様書の別添資

料１の２ページぐらいのところになるんですけれども、成果物の提出ということがヒアリ

ングに関してもアンケートに対しても求めているんですよね。ということは、成果物を当

然のごとく納品されているということになるので、今、小林副委員長がおっしゃったよう

に、内容的にあるんではないかと思うんですね。いうことからしたら、これが守秘義務と

いうのはどこに帰属するのかという話になってくるんですけれども、これについて事務執

行が正確にされているかどうかということを確認する上で、黒塗りというか、ものであれ

ば提出するに際しては問題はないと思うんですけれども、あえてそういうことであれば、

今回の委員会の集約の中で必要性を整理するなり、また決算総括の中で確認して、検査権

ということで資料を必ず提出せよという、その検査権をここに付与しないと無理だという

ことになるのか、そこのところ。今までは委員会としてその辺のところについてはぎりぎ

りのところでの協力を頂いていたと。だけれども、そこについて個人情報ということであ

れば、その検査権を付与する。もしくは普通検査権まで付与したら１００条調査権も付与

するのがセットなんですね。だけど、この辺のところをどうするかって、拒めばそういう

ことも検討せざるを得ないということになるんです。というのは何かといったら、実際の

ところいろいろ様々な情報が流れているかのような話になっているんですけれども、その

ことについては漏えいはなかったと言いながら、成果物を提出するようになっているから、

成果物が提出されているんですよ、間違いなく。だからそこについて見るということに関

しては、何らこの委員会の組織体として不思議なことではないと思っているのです。お答

えください。 

○佐藤総務課長 成果物に関しましては、個人名等を伏せた上でのお示しは可能であるも

のと考えております。 

○はやお委員 じゃあ、出せるということね。 

○小林副委員長 出せるということですね。 
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○はやお委員 だから出せるということ。 

○小野委員長 えっ。それはヒアリングの…… 

○はやお委員 含めて。 

○小林副委員長 含めて、全部。 

○はやお委員 アンケートも出せるということね。 

○小野委員長 総務課長。 

○佐藤総務課長 先ほど来申し上げておりますように、その報告書の中身はまだご覧いた

だいていませんので、どういったものかということはイメージされづらいことと思います

けれども、各ヒアリング対象者との弁護士との間での守秘義務を前提としての約束があり

ますので、ヒアリングの内容をつぶさに記録したような報告書ではございません。それを

踏まえた弁護士がまとめた報告書はお示しすることができますということでご理解賜れば

と思います。 

○岩田委員 関連。 

○小野委員長 岩田委員。 

○岩田委員 守秘義務、弁護士が守秘義務というのは分かるんですけども、判決が終わっ

たものであって、しかもこれその対象者である、このときの、ここでもう既に被疑者では

なくなっていますけども、その対象者であるその組織が守秘義務ってあるんですかね、義

務が。弁護士は分かりますよ。依頼人からの相談内容とかを漏らしていけないは分かりま

すけども、あるんですか、区に。 

○佐藤総務課長 守秘義務といいますのは、弁護士としてということはもちろんあります

けれども、この調査が区から独立して行われておりまして、私どももそのヒアリングの細

かな内容というのは見ておりません。そういった意味での独立した調査が行われたという

ことでご理解賜ればと思います。 

○岩田委員 その義務というのはどこに記されているんですか。 

○村木政策経営部長 すみません。ただいまのご質問なんですけど、今、総務課長のほう

から申し上げましたのは、今回、弁護士に依頼をして、弁護士のほうは独立した、区から

の影響を受けない中立なものとして、自分たちがヒアリングをしたものについては外に漏

らさないという、これは弁護士法に記載されている弁護士の義務として守秘義務を負った

上で、またヒアリングに当たっては我々にもその話をしないという、それを前提に関係者

の方が話してくれているという側面もありますので、我々のほうにはつぶさな記録みたい

のは入っていないです。全体の調査を行って弁護士さんが判断した結果が報告書として成

果物として来ているということですので、我々に守秘義務が課せられているからお答えで

きないのではなくて、弁護士さんが守秘義務を持っていて、我々にはその記録は渡してい

ないので、あるいは記録が存在するかどうかも我々は分からないので、我々としては答え

ようがないという、そういった意味でございます。 

○岩田委員 それなら分かる。 

○小野委員長 はやお委員。 

○はやお委員 それならば、報告した報告書をまず見させていただきたいということなん

です。結局は最終報告を実行委員会がしたということですから、それを基に何て書いてあ

ったのか。どういうふうに弁護士はそのヒアリングの下にそれを総括したり評価をしたの
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かということを、生の言葉が見たいんですね。だからそこの中に、例えば先ほどの２０２

０年以前のことについてはなかったということが言及されていると思いますから、そうす

ると、報告書に書いちゃっているわけですから、その内容と、私はどっちを信用するとか

ということ、検察権の中で事情聴取をした内容を基に量刑を決めるということだと、この

司法を僕は信頼していますよ。その中で、ここのところで出てきた内容としては、何度も

繰り返して言いますけれども、上司からの指示・命令や共犯者である区議からの依頼があ

って、断りづらい状況にはあったとはいえと、こう書いてあるんです。つまり何かといっ

たら、その前提がどう考えてもそれぞれの供述を確認しているはずなんですよ。具体的に

言うと、前副区長、そして元区議会議員、そして元幹部、その聴取をした結果、それなり

の指示はあったということがなければこう書かないんではないか。実はこのことについて

は、有名な法律家のヤメ検さんのほうに確認したら、まあ、普通そういった理解をするで

しょうねという話まで確認を取っています。 

 というとなると、だからその弁護士が、弁護士さん、つまり、ごめんなさいね、そちら

が最終報告に関して成果物として頂いたその弁護士の方々２人、また、あと場合によって

は公取委の方が入っていらしたのかよく分からないですけども、そのところについての結

果が何でそごがあるのかを確認するのは成果物を検証する上で重要なことじゃないですか。

だから、そこを確認してくださいねと言ったんだけど、今調べていますかと確認をしたん

です。だから当然成果物と、ここの言っている、ネットに載っているその内容とが違うわ

けですよ。となると、最終報告についてはそごがあるんじゃないかと何度も言っているわ

けです。だから、きちっと調査したんですかというところまで発展していっちゃうんです

よ。お答えください。 

○村木政策経営部長 報告書を作成した弁護士に確認するということはまだしていません

ので、必要があれば確認はさせていただいて、そのお答えをお示ししたいと思います。た

だ、我々の考え方といたしましては、今ご指摘の判決に出ている上司からの指示・命令と

いうのは、これは一般的な部下に対する包括的、一般的な指示・命令であったというふう

に認識しています。そうでなければ、はやお委員の指摘するような違法性のあるものでし

たら、検察がこれを書類送検すらしていない。また当然のことながら起訴もされていない。

それと矛盾してしまいます。検察が違法なものを見逃していたという、そういう結論にな

ってしまいますので、ここは解釈としては、指示・命令というのは、少なくともそういっ

た違法なものではないというふうには読むしかないなというふうには我々は考えてござい

ます。 

○はやお委員 そうですね。だから見解があるんですよ、それぞれ。私が聞いて相談した

方はそういうふうにおっしゃっているわけです。かなり有名な弁護士の方です。そういう

ところで、今そういう状況であれば、前回、議事録を読んでいただくと分かるように、確

認してくださいねと言っているんですよ。つまり何かといったら、私が質疑した内容につ

いてきちっと遂行していただいていないということなんですよ。タイムリーにやっていか

なくちゃいけないということを言っていながら、こんな押っ取り刀みたいなやり方で行っ

たらば本当に真相が究明できるのか、スピーディーにできるのかということなんですよ。

９月の５日ですよ。つまり１か月、だから言われましたらやりますといったら、このとき

に言っているんだからやってくださいよ。これはどういうふうに考えるのか、まず。 
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○村木政策経営部長 我々といたしましては、先ほど申し上げたような考え方でこの判決

を捉えてございますので、それ以上の確認は我々の中の弁護士のほうからも確認してその

ように回答いたしました。ただ、今お話があったような、報告書を作成した弁護士のほう

に確認が必要ということであれば改めて確認させていただきます。 

○はやお委員 そういうことなんですよ。結局は何かといったら、それぞれの見解がある

んです。それで我々は二元代表制で独立しているんです。つまり執行機関が調べた有識者

の見解というものもあるでしょう。だけど今の見解からすると、執行機関のほうの責任者

のほうは何を言ったかといったらば、これについては上司からの命令はなかった。これは

一般的な話ですよと。それは何かといったら、この判決文がいって誰も捕まえられなかっ

た。だったらば、これを我々は独立した機関としては調べなくちゃいけないんですよ、委

員長。 

○小野委員長 えっ。 

○はやお委員 いやいや。何を笑っているんですか。 

○小野委員長 いや、これ、捜査を終わっている内容じゃないですか。（発言する者あり） 

○はやお委員 いやいや、違う違う違う。違うの。捜査が既知ということじゃないんです

よ。何かといったらば、それが、何が一番大切かというと、じゃあそれぞれの人たちのほ

うの、どういうような供述をしたのかと確認をするんだったらしなくちゃいけないんでは

ないかということを提言しているわけ。要らないなら要らないということを言ってくださ

いよ。それは私は必要だと思っている。で、今、そういうふうにお笑いになったかもしれ

ないですけどもね、判決は下ったかもしれないけど、これは刑罰ですから。だけど、この

ところの事務執行に関する真相というのはそれとはまた別儀なんですよ。継続されている

んですよ。だから、そこをどうやってやっていくのかといったら、じゃあこれについてが

正しいから、この前のときも×××のほうが連絡がなかったから――これ言っちゃいけな

いのか、××にしてくださいね。担保になるものがどうだったかということについては、

我々は独自に持っていかなくちゃいけないんです。ということからしたときに、どうだっ

たのか。せめて何を確認するかといったら、本人たちを呼ばないといったら、例えば１０

０条調査権がないから証人はもう呼べませんよ今のところ。多数決でやったら厳しいのか

もしれない。せめて、刑事の確定記録というのは要求できるらしいんですよ。つまりどう

いうような供述がしていたのかということができるらしいんですよ。ということからした

ら、それを参考にでも具体的に調べて、じゃあどういうふうに供述があったのか。それを

参考にしながら、我々もこのことを確認しなくちゃいけない。こういうことになる。 

 だから、ここのところがもうそごが出ていると言っていることから、執行機関の考え方

も聞きました。それでこちらのほうの判決の状況も聞いている。どっちが正しいのか分か

らないから、きちっと委員会としては調べるべきではないのかということを言っているわ

けです。ここについてはもうこれ以上そっちの執行機関はないわけだよね。だったらうち

のほうとしてやることだから、委員同士での話合いとして委員長の取りまとめで確認して

いただきたいと思います。 

○小野委員長 ちょっと一旦休憩します。 

午前１１時０１分休憩 

午前１１時２７分再開 
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○小野委員長 それでは、再開いたします。 

 はやお委員。 

○はやお委員 すみません。何を確認したいかというと、最終報告書の中の、結局は他の

上司の、前副区長の関与があったとは認められないという最終報告書と、そしてまた今回

の判決の内容の中に、量刑を決める非常に重要な内容、ここは決して、何度も言いますけ

れども、この判決に対して異論を述べているわけでもない。司法の決定ということは間違

いない。そして何かといったらば、両者ともその罪を認め控訴はしていないんですから。

だからそこはここのところについてこれを既知としたい。だけども、言っている内容がそ

ごがあるから、これをどうやって調査を深める必要があるのか。それは何で必要なのかと

いったらば、結局は、もし副区長が関与していたということになれば、これは全く今まで

の流れとして元幹部と元区議だけの問題ではなくなるので、そこのところを確認したい。 

 今後のことについてはいろいろ整理していただくことになるけれども、ただ、一つある

のが、できるのかできないのかはあるんですけれども、刑事のほうの確定記録だとか、そ

れは何かといったらば、本来そごがあるんであれば当事者を呼ぶというのがその方法とし

て一つあるわけです。それで例えば懇談スタイルでやるとか、何かで秘密を守りながらや

るとか。その中に今この委員会で権限としては参考人招致ぐらいしかできない。そうする

と証拠にはならないけれどもかなり重たいもの。こういう方法もありますよね。いろいろ

な方法としては、今の段階ではもうそれしかできないということなんですよ。あとまだ跳

ねて１００条調査権を付与してもらってやるというのは証人尋問というのはありますけれ

ども、今のこの中でこの委員会としてはその中があるだろうということで、確定記録を取

ることによってそこのところが明確になるのか。それでなければ参考人招致という形を取

りながら、当事者の３人の方をお呼びしてやるのか。そしてまたさらに跳ねるんであれば、

証人尋問のスタイルとなれば、今回の議会の中で１００条調査権をこの委員会に付与して

もらわなくちゃいけないことになりますので、この辺になるのかということの方法論とし

てはあるということです。 

 ただ、一番は何を求めるかといったら、最終報告書と、この判決文のこの量刑を決める

内容とのそごをどうやって検証するかということが大切だということで質疑させていただ

いた次第です。それにつきましては、あと委員長にちょっと対応についてお任せします。 

○小野委員長 はい。それでは、今、はやお委員からの問題提起もありましたので、この

件につきましてはご意見も様々あると思うんですけど、一旦正副で整理をさせていただき

たいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。ありがとうございます。 

 ほかに質疑ございますか。 

○小林副委員長 先ほどの弁護士の調査の成果物ということで、出していただけるという

ことでしたけれども、併せて、ここに仕様書で決めている調査した実施した期間も含めて、

ここの仕様書で出したア、イ両方とも出していただきたいと思うので、ちょっと確認させ

てください。 

 こっち、こっち、仕様書。 

○小野委員長 仕様書か。 
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○小林副委員長 仕様書。 

○佐藤総務課長 ヒアリング調査業務の報告書につきましては、有識者の委託業務の報告

書という形で総務課からはお出しすることが可能でございますのでご用意をさせていただ

きたいと思います。 

○小野委員長 はい。 

 はまもり委員。 

○はまもり委員 要求した資料の政策経営部資料２について確認させてください。まず

「職務に関する法律相談制度」に基づきとあるんですけれども、これ制度に基づいたとは

あるんですが、どうやってこの弁護士を選んだかというふうになると、ちょっとこの法律

相談制度といったところが分かっていないので、どんな制度の概要になっていて、どのよ

うに弁護士を選ばれたのかといったところを教えてください。 

○佐藤総務課長 この制度は本件に限らず庁内で弁護士への相談が必要になった場合に、

それぞれ各課題に応じて弁護士の方にアドバイスを頂けるように設けられている制度でご

ざいます。この中では、複数の入札談合等の課題にふさわしい弁護士の方ということで情

報収集した中から選任をさせていただきました。 

○はまもり委員 そうすると、弁護士の制度というのはそういうことが相談できるよとい

う制度、枠組みであって、その弁護士自体は区側で調査をして選んだということになるん

ですね。 

○小林副委員長 そうでしょう。 

○佐藤総務課長 委員のご指摘のとおりでございます。 

○はまもり委員 ありがとうございます。 

 あと、すみません。関連のところで、まず相談自体は２人の弁護士にしましたと。それ

から令和５年度に６００万円でアンケート、ヒアリングの調査業務をしていて、令和６年

度に調査業務の委託を１００万円で報告書の作成ということでやっていますと。この２件

の調査委託については野々上弁護士お一人に委託したのか、中村弁護士にも委託したのか、

あるいは別のやり方なのか。随意契約書を見ると、野々上弁護士の名前しかなかったんで

すけれども、先日の答弁の中では２名のお名前をおっしゃっていたので、ちょっとそちら

はどちらに委託したのか教えてください。 

○佐藤総務課長 仕様書の調査等方法のところにもございますが、受託者が必要と認める

場合に調査対象者とは別――ごめんなさい。補助者を利用して調査を行うことができると

いうふうになっていますので、中村弁護士はその補助者に当たるということでございます。 

○はまもり委員 すみません。そうすると、野々上弁護士に、お一人に弁護士に委託した

んだけれども、野々上弁護士が、再委託というか、パートナーとしての中村弁護士を選ば

れたという認識で合っていますか。 

○佐藤総務課長 おっしゃるとおりでございます。 

○はまもり委員 ありがとうございます。 

○小林副委員長 ちょっと関連で。 

○小野委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 今のをちょっと確認したいんですけど、随意契約で野々上弁護士に６０

０万の契約をしました。その中に今言った補助者としての中村弁護士が含まれているとい
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うふうな理解でいいんですか。それともう一つもう一つ、同じくその以降の調査委託で１

００万円の調査をしておりますけど、それも同じように考えてよろしいですか。２人だけ

ということですね。野々上弁護士と中村さん、要するに野々上弁護士がお使いになったの

は中村さんだけということでいいですか。それは野々上さんはまだほかに使っていること

もあるんですか。その辺はいかがですか。 

○佐藤総務課長 ご指摘のとおり、補助者としては中村弁護士のみで、これは令和５年度、

６年度共通でございます。 

○小林副委員長 もう一ついいですか。 

○小野委員長 はい。副委員長。 

○小林副委員長 その前の弁護士への依頼で「職務に関する法律相談制度」というのは、

単価が５,０００円というのは、これが上限ということですよね。５,０００円というのは

違うんですか。この出てきている単価があまりにも次の６００万から考えると安過ぎるん

で、この金額はどういうふうに決めてやられているんですか。 

○佐藤総務課長 恐らくこの制度は世間一般にと言っていいのかはあれなんですけど、弁

護士の方への相談は基本的に３０分５,０００円というような、何かちょっとルールが存

在するのか確認はちょっとできておりませんが、これは一律の額でこのように定めて行っ

ているものでございます。 

○小林副委員長 単価５,０００円ですから７時間ということで７万円ですよね。 

○佐藤総務課長 ３０分当たり。 

○小林副委員長 ３０分単位。３０分当たり５,０００円というので野々上弁護士も中村

弁護士もこの費用の中で使うことが、使うって、相談することができたということでいい

んですね。 

○佐藤総務課長 委員ご指摘のとおりでございます。 

○小野委員長 白川委員。 

○白川委員 一つお願いしたいのは、この委員会の目的というのがどうもはっきりしてい

ないというのが一つ混乱している原因だと思いますので、まず、そこの立ち位置ですね、

設立目的というのを教えてください。それで、行政側が一応今回の件について一定の結果

というのを出して世間に公表しました。それは我々も求められているもの、要するにこの

委員会というのは、やはりある時期、できるだけ早い時期に、ある一定の成果を求められ

ているものでしょうか。 

○石綿区議会事務局次長 それでは、えーとですね……（発言する者あり） 

○小林副委員長 設置理由ですよ。 

○小野委員長 設置理由なので、でも設置理由と、あとすみません。 

○石綿区議会事務局次長 事務的にお答えしてよろしければ、私のほうでお答えします。 

○小野委員長 お願いします。 

○小林副委員長 事務的にね。 

○白川委員 一応聞いてくださいよ。 

○石綿区議会事務局次長 どういたしましょうか。 

○小野委員長 お願いします。 

○石綿区議会事務局次長 よろしいですか。 
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○小野委員長 はい。 

○石綿区議会事務局次長 概要としてお伝えしますと、まず委員会の提案理由としてお決

めになったのは、工事契約に関する官製談合防止法違反容疑で逮捕されたことにより区民

の信頼を大きく裏切ったと。議会は全体の奉仕者として人格と倫理の向上が求められるよ

と。区議会と行政は二元代表制のあるべき姿を再認識し、区民に信頼されるよう全力で取

り組まなければならないと。発生の背景、とりわけ組織や制度の不備などを徹底的に洗い

出し、具体的な再発防止策等について可及的速やかに調査・検討を進めるというのが大体

概要であります。 

 で、調査事項としましては、特別職を含めた職員や利害関係者との関わり方など、議員

の倫理向上に関する事項。それから、不祥事再発防止対策に関する事項となっております。 

○小野委員長 はい。ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 白川委員。 

○白川委員 一番重要なのは、要するに我々の側の責任を追及すべきものか、あるいは行

政側の責任を追及するものである委員会という、この線引きですよね。今の設立理由を見

てみて、私は前者かなと。議員側の責任を追及する委員会であるというふうに理解しまし

たが、いかがでしょうか。 

○小林副委員長 誰に聞いているの。（発言する者あり）どなたに聞いているの、どなた

に聞いているの。 

○白川委員 えっ。事務局に。 

○小林副委員長 委員長。 

○小野委員長 委員長でよろしいですか。 

○小林副委員長 ほかが答えるの。 

○白川委員 事務局に。 

○小野委員長 はい。事務局に聞きたい。（発言する者あり）はい。ご指名です。 

○石綿区議会事務局次長 事務局として断定的なお答えというのは非常に難しいところで

はありますが、今、私どものほうでどれが正しいというようなことを明言できる立場には

ございませんけれども、今ご案内をさせていただいた皆様方で委員会を設置するときにお

決めいただいた内容だけを見ると、ポイントとなるのは可及的速やかに調査検討を進める

というところと、やはり再発防止策を中心として検討される委員会であるのかなというふ

うに認識をしてございます。 

○小野委員長 はい。ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 はまもり委員。 

○はまもり委員 設置理由、以前から何回も聞かれていて、私たちは紙で持っているので、

区民の方にも分かりやすくといったところで言うと、一番大事なのは私たちの立場が二元

代表制のあるべき姿といったところでの議会としての役割は何か。議会側で検討しなくて

はいけない調査と対策を立てなきゃいけないということと、区側が実施した調査と対策に

対して確認もしていかなきゃいけない。この二つの方向性だと思っています。ここについ

ては委員長はいかがお考えでしょうか。 
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○小野委員長 はい。まず――牛尾委員。 

○牛尾委員 それは委員長が決めるというわけじゃなくて、この委員会全体でどうするか

ということだと思うんですよね。委員長が決めたことをやるわけじゃなくて、委員会全体

で決めた中身ですから、それはぜひ整理はしてほしいんですけれども、ここに書かれてい

るとおり、特別職を含めた職員や利害関係者との関わり方、議員の倫理向上に関する事項

及び不祥事再発防止等に関する事項と書いてあります。確かに制度の不備などを徹底的に

洗い出すというのがありますから、今議論されていることはそういう中身になるとは思う

んですけれども、あまりにもそこばかり議論が集中しちゃって、再発防止に向けてどうす

るのかという議論に全く入っていないんで、やはりスピード感を持ってやらなければいけ

ないと私は考えているんですけれども、ここについてもぜひ正副委員長のほうで…… 

○小林副委員長 整理しろと。 

○牛尾委員 整理していただければと思います。（発言する者あり） 

○小野委員長 はい。ありがとうございます。 

 今の設置理由の話なんですけれども、２月２２日のこの委員会で確認をしています。当

然その前にも何度か本会議などでも確認をしていますので、いま一度ご確認いただければ

と思います。この中に、おっしゃるとおり調査検討というところの中で、組織や制度の不

備などを徹底的に洗い出しというのがあるんですけど、これも過去のことをどこまでやる

かという、まさに、今、再発防止委員会というところで、その再発に向けた、これから先、

何をやっていくかというところの中でまた考えなきゃいけないところでもあると思います

ので、一旦これは正副で整理をさせていただいてということでよろしいでしょうかね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、ほかになければ進ませていただきたいと思いますけれども、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 次に、日程３、今後の調査の進め方についてに入ります。 

 先ほど事務局次長からご説明いただいた、はまもり委員の資料ですね。こちらは皆様既

にご覧いただいているかと思います。当委員会の論点整理のためにこちらは再調査をお願

いいたしましたので、その再調査をしたものをこのたび公開をしています。今回もご協力

いただきましてありがとうございました。この再調査結果を基に、現在、はまもり委員に

資料の整理をお願いしています。こちらにつきましては、本日の委員会終了後、進捗状況

を情報提供させていただきますのでご確認をお願いいたします。その上で、次回、はまも

り委員より当該資料のご説明とともに、当委員会の今後の調査の方向性も一旦こちらで正

副で整理をするということで一旦なっていますので、方向性を決定し調査を進めてまいり

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。 

 それでは、３の今後の調査の進め方についてを終了いたします。 

 次に、４のその他に入ります。委員の皆様から何かございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。 
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 理事者から何かありますでしょうか。（発言する者あり）はい。 

 次に、５の閉会中の特定事件継続調査事項について、閉会中といえども当委員会が開催

できるよう議長に申し入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。それでは、以上をもちまして、本日の委員会を閉会いたします。あ

りがとうございました。 

 では、一旦このままお残りください。 

午前１１時４５分閉会 


